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技術部会説明資料 
 

平成２９年９月２６日 

 

社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会技術部会 

社会資本メンテナンス戦略小委員会（第３期）について（案） 

 

                                 社会資本整備審議会 

                  交通政策審議会技術分科会 技術部会 

 

１．経緯 

国土交通省では、平成 24 年７月に国土交通大臣から社会資本整備審議会及

び交通政策審議会（以下、「審議会」という）に、「今後の社会資本の維持管理

・更新のあり方について」の諮問が行われた。本諮問を受け、審議会は、同年

同月に社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会技術部会（以下、「技

術部会」という）にこれを付託し、更に技術部会では、社会資本メンテナンス

戦略小委員会（以下、「小委員会」と言う）を設置して、これまで 18 回にわた

り調査審議を進め、以下の答申・提言をとりまとめた。 

・平成 25 年 12 月 「今後の社会資本の維持管理・更新のあり方について」答申 

・平成 26 年 8 月 「民間資格の登録制度の創設について」提言 

・平成 27 年 2 月 「市町村における持続的な社会資本メンテナンス体制の確立を目指して」提言 

「社会資本のメンテナンス情報に関わる３つのミッョンとその推進方策」提言 

国土交通省では平成 25 年をメンテナンス政策元年と位置付け様々な取組を

進めてきたところであるが、的確な維持管理に向けて体制や予算等の見通しを

持つことが出来ず社会資本の管理責任を果たせなくなるおそれのある市町村も

未だ多いと想定される。 

このため、メンテナンス政策元年から５年が経過するのにあたり、施策の進

捗や市町村の動向等を把握してこれまでの取組のレビューを行うとともに、今

後の取組の方向性について検討を行う。 

 

２．主な検討事項 

 ・これまでの取組のレビュー 

１） 市町村における持続的な社会資本メンテナンス体制 

２） 社会資本のメンテナンス情報 

３） 民間資格の登録制度 

４） 答申以降の国土交通省や地方自治体の取組等の動向 

 ・今後の取組の方向性 

 

３．審議のスケジュール 

平成 29 年度内にはこれまでの取組のレビューを行い、平成 30 年度以降、今

後の取組の方向性について検討を行う。 
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社会資本メンテナンス戦略小委員会の経緯 

 

7 月 31 日     社会資本メンテナンス戦略小委員会 設置 

 

1 月 30 日     緊急提言「本格的なメンテナンス時代に向けたインフラ政策 

の総合的な充実」 

5 月 30 日     中間答申「今後の社会資本の維持管理・更新のあり方について」 

10 月 4 日     インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議の設置 

11 月 29 日     インフラ長寿命化基本計画 策定 

12 月 25 日    答申「今後の社会資本の維持管理・更新のあり方について」公表 

 

4 月 16 日 社会資本メンテナンス戦略小委員会（第 2期）開催 

（以下の４つのテーマについて検討） 

・点検・診断に関する資格制度の確立 

・維持管理を円滑に行うための体制、地方公共団体等の支援方策 

・維持管理・更新に係る情報の共有化、見える化 

・メンテナンス技術の国際化 

4 月 22 日    公共施設等総合管理計画策定の要請(総務省) 

5 月 21 日   国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画） 策定 

8 月 22 日    緊急提言「民間資格の登録制度の創設について」の公表 

 

2 月 27 日  「市町村における持続的な社会資本メンテナンス体制の確立を 

目指して」の公表 

「社会資本のメンテナンス情報に関わる３つのミッションと 

その推進方策」の公表 

   

2 月 29 日   社会資本整備審議会・交通政策審議会 第１７回技術部会 

「今後の社会資本の維持管理･更新のあり方について」（答申） 

のフォローアップと報告 

 

3 月 31 日  公共施設等総合管理計画策定率 98％を達成 

 

平成 24 年 

平成 25 年 

平成 26 年 

平成 27 年 

平成 28 年 

平成 29 年 

2



今
後
の
社
会
資
本
の
維
持
管
理
・
更
新
の
あ
り
方
に
つ
い
て
答
申
の
概
要

維
持
管
理
・
更
新
に
関
す
る
現
状
と
課
題
を
踏
ま
え
、
今
後
目
指
す
べ
き
社
会
資
本
の
維
持
管
理
・
更
新
の
方
向
性
、
戦
略
的
な
維
持
管
理
・
更
新
に
関

す
る
基
本
的
な
考
え
方
及
び
国
土
交
通
省
等
が
重
点
的
に
講
ず
べ
き
具
体
的
施
策
に
関
し
て
、
技
術
部
会
社
会
資
本
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
戦
略
小
委
員
会

（
平
成
２
４
年
７
月
設
置
）
に
お
い
て
審
議
し
、
取
り
ま
と
め
た
も
の
。

主
旨 ○
社
会
経
済
情
勢
と
こ
れ
ま
で
の
取
組

○
国
土
交
通
省
所
管
施
設
の
実
態
と
課
題

○
こ
れ
ま
で
の
維
持
管
理
・
更
新
に
関
す
る
技
術
的
進
歩
の
推
移
と
課
題

第
１
章
維
持
管
理
・
更
新
の
現
状
と
課
題

第
３
章
戦
略
的
な
維
持
管
理
・
更
新
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方

社
会
資
本
に
よ
っ
て
人
々
に
も
た
ら
さ
れ
る
恩
恵
が
次
世
代
へ
も
適
切
に
継
承
さ
れ
る
よ
う
、
今
後
目
指
す
べ
き
１
０
の
基
本
的
な
考
え
方
を
整
理

○
国
の
責
務

○
国
民
の
理
解
と
協
力
の
促
進

○
社
会
資
本
と
し
て
の
役
割
を
持
続
的
に
発
揮
さ
せ
る
た
め
の
維
持
管
理
・
更
新

○
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
た
め
の
維
持
管
理
・
更
新

○
豊
か
な
暮
ら
し
・
環
境
や
活
力
あ
る
経
済
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
維
持
管
理
・
更
新

○
維
持
管
理
・
更
新
の
重
点
化

○
機
能
・
費
用
の
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
維
持
管
理
・
更
新

○
ス
ト
ッ
ク
全
体
を
見
渡
し
た
調
査
・
診
断
、
評
価
及
び
活
用

○
技
術
開
発
の
推
進

○
分
野
横
断
的
な
連
携
、
多
様
な
担
い
手
と
の
連
携

第
４
章
戦
略
的
な
維
持
管
理
・
更
新
の
た
め
に
重
点
的
に
講
ず
べ
き
施
策

現
在
直
面
し
て
い
る
課
題
を
克
服
す
る
た
め
に
国
土
交
通
省
等
が
重
点
的
に
講
ず
べ
き
具
体
的
施
策
を
提
言

○
維
持
管
理
・
更
新
へ
の
「
戦
略
的
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
思
想
」
の
導
入

○
維
持
管
理
・
更
新
を
シ
ス
テ
マ
チ
ッ
ク
に
行
う
た
め
の
業
務
プ
ロ
セ
ス
の
再
構
築

○
長
期
的
視
点
に
立
っ
た
維
持
管
理
・
更
新
計
画
の
策
定

○
維
持
管
理
・
更
新
に
係
る
予
算
確
保

○
維
持
管
理
・
更
新
に
係
る
入
札
契
約
制
度
の
改
善

○
維
持
管
理
・
更
新
に
軸
足
を
置
い
た
組
織
・
制
度
へ
の
転
換

○
施
設
の
点
検
・
診
断
、
評
価
、
設
計
及
び
修
繕
等
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
技
術
者
・
技
能
者
の
育
成
・
支
援
、
資
格
制
度
の
確
立

２
．
維
持
管
理
・
更
新
を
シ
ス
テ
マ
チ
ッ
ク
に
行
う
た
め
の
取
組

○
全
て
の
施
設
の
健
全
性
等
を
正
し
く
着
実
に
把
握
す
る
た
め
の
仕
組
み
の
確
立

○
維
持
管
理
・
更
新
に
係
る
情
報
の
収
集
・
蓄
積
と
カ
ル
テ
の
整
備

○
施
設
の
健
全
性
等
及
び
そ
の
対
応
方
針
の
国
民
へ
の
公
表
と

国
民
の
理
解
と
協
力
促
進

１
．
施
設
の
健
全
性
等
を
正
し
く
着
実
に
把
握
す
る
た
め
の
取
組

○
効
率
的
・
効
果
的
な
維
持
管
理
・
更
新
の
た
め
の
技
術
開
発
等

○
分
野
や
組
織
を
超
え
た
連
携
と
多
様
な
主
体
と
の
連
携
等

○
地
方
公
共
団
体
等
へ
の
支
援

○
地
方
公
共
団
体
等
が
円
滑
に
維
持
管
理
・
更
新
を
行
う
た
め
の
枠
組
み
の
提
示

３
．
維
持
管
理
・
更
新
の
水
準
を
高
め
る
た
め
の
取
組

社
会
資
本
整
備
審
議
会
・
交
通
政
策
審
議
会

・
国
民
の
安
全
、
社
会
経
済
活
動
を
支
え
て
い
る
社
会
資
本
の
維
持
管
理
・
更
新
の
重
要
性

・
社
会
資
本
の
維
持
管
理
・
更
新
に
重
点
を
お
い
た
体
制
の
構
築

・
幅
広
い
分
野
に
及
び
性
質
が
異
な
る
社
会
資
本
の
条
件
を
考
慮
し
た
課
題
の
検
討

・
国
民
と
一
体
と
な
っ
た
社
会
資
本
の
維
持
管
理
へ
の
取
組
の
実
現

第
２
章
今
後
目
指
す
べ
き
社
会
資
本
の
維
持
管
理
・
更
新
の
方
向
性

○
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
維
持
管
理
・
更
新
の
実
施
状
況
に
関
す
る
現
状
と
課
題

○
国
土
交
通
省
所
管
の
社
会
資
本
に
関
す
る
維
持
管
理
・
更
新
費
の
推
計
と
課
題

○
維
持
管
理
・
更
新
に
関
す
る
制
度
面
、
体
制
面
で
の
現
状
と
課
題
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社
会
資
本
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
確
立
に
向
け
た
緊
急
提
言
：
民
間
資
格
の
登
録
制
度
の
創
設
に
つ
い
て
の
概
要

（
１
）
答
申
・
法
律
等
に
お
け
る
資
格
制
度
の
方
向
性

（
２
）
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
資
格
制
度
の
活
用
状
況

（
３
）
点
検
・
診
断
等
に
関
す
る
既
存
資
格
の
現
状

（
４
）
点
検
・
診
断
等
の
資
格
に
関
す
る
課
題

・
現
在
、
様
々
な
民
間
資
格
の
技
術
内
容
・
水
準
を
評
価
す
る
仕
組
み
が
な
い

社
会
資
本
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
民
間
資
格
の
登
録
制
度
の
創
設
に
つ
い
て
、
速
や
か
に
講
じ
る
べ
き
措
置
の
内
容
及
び
今
後
の
検
討
課
題
に
つ
い
て
、

緊
急
提
言
と
し
て
と
り
ま
と
め
た
も
の
。

主
旨

○
国
土
交
通
省
は
必
要
と
す
る
知
識
・
技
術
水
準
を
明
ら
か
に
示
す
。

○
社
会
資
本
の
維
持
管
理
に
関
す
る
様
々
な
民
間
資
格
を
評
価
し
、
技
術
水
準
が
確

保
さ
れ
た
資
格
の
活
用
を
図
る
た
め
、
以
下
の
方
向
で
資
格
制
度
を
構
築
。

（
１
）
法
令
・
基
準
等
に
基
づ
き
確
実
に
点
検
・
診
断
等
が
実
施
で
き
る
技
術
者
の

確
保

（
２
）
点
検
・
診
断
等
の
発
注
業
務
単
位
と
連
動
し
た
資
格
制
度

（
３
）
最
新
の
点
検
・
診
断
技
術
等
を
修
得
し
た
技
術
者
を
評
価
す
る
資
格
制
度

社
会
資
本
整
備
審
議
会
・
交
通
政
策
審
議
会
技
術
分
科
会
技
術
部
会

（
１
）
登
録
要
件
並
び
に
点
検
・
診
断
等
に
必
要
な
知
識
・
技
術
の
明
確
化

（
２
）
民
間
資
格
を
対
外
的
に
広
く
募
集
（
公
募
）

（
３
）
第
三
者
の
意
見
を
踏
ま
え
た
民
間
資
格
の
評
価
・
登
録

（
４
）
登
録
資
格
を
広
く
周
知
（
公
示
）

（
５
）
登
録
さ
れ
た
民
間
資
格
の
積
極
的
な
活
用

（
１
）
今
回
の
検
討
対
象
以
外
の
施
設
分
野
・
業
務
分
野
へ
の
対
応

（
２
）
施
設
・
業
務
の
分
野
横
断
的
な
資
格
へ
の
拡
充
、
分
野
間
の
連
携
・
調
整

（
３
）
資
格
取
得
を
通
じ
た
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
の
仕
組
み
の
構
築

（
４
）
行
政
職
員
の
能
力
向
上

（
５
）
新
た
な
資
格
の
創
設

（
６
）
維
持
管
理
以
外
の
業
務
範
囲
へ
の
展
開
等

（
１
）
対
象
施
設

・
当
面
検
討
を
急
ぐ
所
管
施
設
か
ら
検
討
を
進
め
、
段
階
的
に
拡
充
を
図
る
。

（
２
）
対
象
業
務

・
維
持
管
理
に
関
す
る
一
連
の
業
務
（
点
検
、
診
断
、
補
修
設
計
等
）
に
お
い
て
、
民
間
事

業
者
に
外
注
を
行
っ
て
い
る
業
務
で
、
当
面
検
討
を
急
ぐ
も
の
か
ら
検
討
を
進
め
、
段
階

的
に
充
実
を
図
る
。

（
３
）
対
象
業
務
の
技
術
水
準

・
一
般
的
な
施
設
の
点
検
・
診
断
等
の
業
務
の
実
施
に
あ
た
り
、
通
常
必
要
と
す
る
技
術

水
準
を
検
討
の
対
象
と
す
る
。

（
４
）
対
象
技
術
者
の
レ
ベ
ル
に
応
じ
た
評
価

・
技
術
者
（
管
理
技
術
者
、
担
当
技
術
者
）
の
レ
ベ
ル
に
応
じ
た
知
識
・
技
術
の
明
確
化
。

１
.
資
格
制
度
を
取
り
巻
く
現
状
と
課
題

２
.
目
指
す
べ
き
資
格
制
度

３
．
資
格
制
度
の
対
象
と
す
る
施
設
等

５
．
民
間
資
格
の
評
価
・
登
録
の
プ
ロ
セ
ス

６
．
今
後
の
更
な
る
検
討
に
向
け
て

４
．
民
間
資
格
の
登
録
要
件
等

（
１
）
民
間
資
格
の
登
録
要
件
の
設
定
等

①
登
録
区
分
は
標
準
的
な
発
注
業
務
単
位
を
勘
案
す
る

②
一
定
の
登
録
期
限
（
概
ね
５
年
程
度
）
を
設
け
る

③
登
録
に
あ
た
っ
て
の
確
認
事
項

・
団
体
の
運
営
管
理
体
制

・
資
格
試
験
等
の
運
営
・
審
査
体
制

・
資
格
付
与
試
験
等
で
求
め
る
技
術
的
事
項

・
資
格
取
得
者
の
管
理
体
制

・
資
格
取
得
後
の
更
新
規
定

・
資
格
の
消
除
規
定

（
２
）
民
間
資
格
の
登
録
後
の
運
用

①
申
請
内
容
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
の
報
告
の
聴
取

②
資
格
の
運
営
状
況
を
定
期
的
に
把
握

③
登
録
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
等
に
お
け
る
登
録
の
取
消
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市
町
村
に
お
け
る
持
続
的
な
社
会
資
本
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
体
制
の
確
立
を
目
指
し
て
概
要
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社
会
資
本
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
情
報
に
関
わ
る
３
つ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
そ
の
推
進
方
策
概
要
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